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赤

い
シ
ャ
ツ
を
着

た
男

の
子

に
、
牛
が
突
然
、
襲
い
か
か

っ
た
。

倒
れ
た
彼
を
救
お
う
と
、
幾
人
も

の
人
々
が
駆
け
寄

っ
て
く
る
。
だ

が

「
そ
の
子
は

『
不
可
触
民
』
の

子
だ
！
」
―
―
。
人
垣
の
後
ろ
か

ら
上
が

っ
た
非
情
な

一
声
に
、
救

い
の
手
は
み
る
み
る
遠
の
い
た
。

現
場
に
残

っ
た
２５
歳
の
青
年
は
、

友
人
と
２
人
で
男
の
子
を
抱
き
か

か
え
病
院
を
め
ざ
す
も
、
た
ど
り

着
く
前
に
そ
の
子
は
事
切
れ
た
。

イ
ン
ド
東
部
ビ

ハ
ー
ル
州
の
町

の
市
場
で
起
き
た
１
９
６
９
年
冬

の
出
来
事
だ
。
そ
し
て
小
さ
な
命

を
救

え
な
か

っ
た

こ
の
青
年

こ

そ
、
イ
ン
ド
に
水
洗
ト
イ
レ
を
普

及
さ
せ
た
ビ
ン
デ
シ

ュ
フ
ル

・
パ

タ
ク
氏
だ
。
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い

「
１０
歳
か
１２
歳
く
ら
い
だ

っ
た
」

男
の
子
の
最
期
は
、
半
世
紀
を
経

た
今
も
、
パ
タ
ク
氏
の
脳
裏
に
焼

き
付
い
て
離
れ
な
い
。

不
可
触
民
は
、
古
代
イ
ン
ド
か

ら
あ
る
４
階
級
の
身
分
制
度

「
ヴ

ァ
ル
ナ
」
の
さ
ら
に
下
層
に
位
置

づ
け

ら
れ

て
き

た
人

々

の
末
裔

（ま

つ
え
い
）
だ
。
彼
ら
は
自
ら

の
階
層
を

「
ダ
リ

ッ
ト
」
と
呼
ぶ

が
、
英
語
で
は

「
ア
ン
タ

ッ
チ
ャ

ブ
ル
」
と
呼
ば
れ
、
触
れ
て
は
な

ら
な
い
と
差
別
さ
れ
て
き
た
。
夜

明
け
と
と
も
に
上
位
階
層
の
家
々

を
回

っ
て
使
所
を
掃
除
し
、
集
め

た
ふ
ん
尿
を
町
や
村
の
外
れ
に
運

ん
で
は
廃
棄
す
る
仕
事
に
従
事
さ

せ
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

家
々
の
清
潔
さ
と
人
々
の
健
康

を
守
る
重
要
な
役
回
り
な
の
に
蔑

ま
れ
る
矛
盾
。

「水
洗
ト
イ
レ
の

普
及
が
差
別
根
絶
の
第

一
歩
だ
」
。

こ
う
思
い
至

っ
た
パ
タ
ク
氏
が
７０

年
に
設
立
し
た
の
が

「便
利
ト
イ

レ
組
織
」
を
意
味
す
る
非
政
府
組

織

（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）

「
ス
ラ
ブ

。
シ
ャ

ウ
チ
ャ
ラ
ヤ
・
サ
ン
ス
タ
ン
」
（現

ス
ラ
ブ

・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ソ
ー
シ
ャ
ル

・
サ
ー
ビ
ス

・
オ

―
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
だ
。

「便
利
ト
イ
レ
」
と
呼
ぶ
２
槽

式
の
水
洗
ト
イ
レ
は
、
パ
タ
ク
氏

が
独
学
で
考
案
し
た
。
１
鰐
の
水

を
流
す
と
排
せ
つ
物
は
便
器
か
ら

排
水
溝
を
伝
っ
て
１
槽
に
流
れ
込

む
。
満
杯
に
な
る
と
そ
の
槽
で
は

肥
料
を
作
り
＾
他
方
の
槽
が
排
せ

つ
物
の
受
け
皿
と
な
る
。
肥
料
は

無
臭
で
農
業
の
役
に
も
立
つ
。

技
術
は
整

っ
た
の
に
資
金
が
集

ま
ら
な
か

っ
た
。
ト
イ
レ
の
設
置

費
用
は
当
時
の
為
替
レ
ー
ト
で
１

基
３３
，
レド
程
度
。
補
助
金
を
申
請
し

に
行

っ
た
ビ
ハ
ー
ル
州
政
府
の
上

級
官
僚
は

「誰
が
そ
ん
な
物
に
お

金
を
出
す
ん
だ
ね
｝
と

一
笑
に
付

す
。
仕
方
な
く
知
人
か
ら
借
金
し

た
が
、
今
度
は
設
置
許
可
が
下
り

な
い
。
７３
年
７
月
に
最
初
の
２
基

を
同
州
の
町
ア
ラ
ー
に
据
え
付
け

る
ま
で
の
数
年
は
ず
理
解
を
得
よ

う
と
奔
走
す
る
が
糸
口
す
ら
つ
か

め
ず
「
自
殺
も
考
え
た
」

（パ
タ

ク
氏
）
苦
難
の
■
々
だ

っ
た
。

心
の
支
え
は
国
父
マ
ハ
ト
マ

・

ガ
ン
ジ
ト
だ

つ
た
。
６９
年
の
ガ
ン

ジ
ー
生
誕
百
年
祭
に
向
け
た
準
備

組
織
に
加
わ
り
ヽ
そ
の
事
務
局
長

に

「
ガ
ン
ジ
ー
が
夢
見
た
不
可
触

民
の
救
済
を
、
君
が
成
し
遂
げ
る

の
だ
」
と
言
わ
れ
た
の
が
そ
も
そ

も
の
き
つ
か
け
だ
つ
た
¨

「
ま
ず

イ
ン
ド
を
さ
れ
い
に
し

（＝
不
可

触
民
を
救
済
し
）
、
そ
れ
か
ら
独

立
し
た
い
｝
と
言
っ
た
ガ
ン
ジ
ー

の
言
葉
の
数
々
を
励
み
と
し
た
。

最
初
の
２
基
が
設
置
で
き
る
と

評
価
は

一
気
に
高
ま

っ
た
。　
‐７４
年

に
ス
ラ
ブ
式
ト
イ
レ
は
政
府
に
新

し
い
概
念
の
公
衆
■
イ
ン
と
し
て

認
め
ら
れ

‐
、
全
国
に
広
ま
っ
た
。

世
界
保
健
機
関

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
や
ュ

ニ
セ
フ
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
設
置
し
た
公
衆
■
イ

レ
は
西
部
マ
ハ
ラ
シ
ュ
■
ラ
州
の

２
８
０
０
カ
所
を
筆
頭
に
全
国
で

８
５
０
０
カ
所
、
家
庭
用
ト
イ
レ

は
１
５
０
万
力
所
に
上
る
。
パ
タ

ク
氏
の
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
た
政
府

設
置
ト
イ
レ
も
６
千
万
力
所
と
、

急
速
に
広
が
っ
た
。

一　
そ
れ
で
も
ト
イ
レ
の
普
及
率
は

一
ま
だ
５０
～
６０
％
」
程
度
だ
。
野

原
や
や
ぶ
で
用
を
足
す
人
々
は
今

も
多
く
、
女
性
が
暴
行
を
受
け
る

事
件
が
後
を
絶
た
な
い
。

「
１
村

に
１
人
派
遣
で
き
れ
ば
ト
イ
レ
設

置
を
啓
蒙
で
き
る
」
と
Ｎ
Ｃ
Ｏ
で

は
指
導
員
を
派
遣
す
る
。

一
パ
タ
ク
氏
に
は
い
ま
、
心
強
い

同
志
が
い
る
。
お
茶
売
り
か
ら
身

を
立
て
た
庶
民
派
の
ナ
レ
ン
ド
ラ

。
モ
デ
ィ
首
相

（６７
）
だ
ｏ

「
私

の
出
自
は
小
さ
い
。
そ
し
て
小
さ

き
人
々
の
た
め
小
さ
い
問
題
に
取

り
組
む
信
念
が
あ
る
」
と
言
う
モ

デ
ィ
氏
は

「ガ
ン
ジ
ー
の
生
誕
１

５
０
周
年
の
２
０
１
９
年
ま
で
に

す
べ
て
の
家
庭
に
ト
イ
レ
を
設
置

す
る
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
る
。

目
標
は
遠
い
。
だ
が
パ
タ
ク
氏

の
地
元
ビ
ハ
ト
ル
州
の
村
で
も
、

モ
デ
イ
氏
の
地
元
、
西
部
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
州
の
町
で
も
、
不
可
触
民

が
他
の
人
々
と
共
に
食
事
す
る
風

景
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

‐３
億
人
の
国
の
変
化
は
時
間
が
か

か
る
が
、
パ
タ
ク
氏
が
半
世
紀
前

に
願

っ
た
差
別
撲
滅
と
い
う
ゴ
ー

ル
は
確
実
に
近
づ
い
て
い
る
。

（
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
ーー
黒
沼
勇
史
）

ド
イ
レ
薔
・及
で
差
別
撲
滅

ビンデシュワル・パタク氏

た男の子の死や、お、ん尿運びを強要

され泣き叫ぶ不可触民の花嫁らを目

撃するにつれ、パタク氏は家族の反

対に聞く耳を持てなくならたと述懐

する。     .
最初のトイレ2基を設置したビハ

■ル州アラーで「不可触民がまだ、
お、ん尿運びをさせられている」とい

う一報を受けた際には、NGO本部
のあるニューデリーからすぐに飛ん

で行った。

周囲の制止も聞かず不可触民に合

流し、長柄のスコップで家々から排

せつ物をかき集め、|―斗缶に流し込

んだよそしそ彼らと同様t.それを頭

上に載せて町外れまで運んで捨てる

と「この吐き気を催す仕事を彼らに

毎日させ続けるのは我々の恥、社会
の耳きだ」と訴えた。75歳 6

インドのNGOス ラブ・インターナショナル創設者

パ
タ
ク
氏
は
ト
イ
レ
普
及
に
身
を
さ
さ
げ
て
き
た

（
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
）

「社会の恥」現場へ走り訴え

顔 1943年 にインド東

部ビハール州で生ま

れたビンデシュワル・パタク氏は、

4階級の身分制度「ヴテルナ」では
一番上に位置するバラモンの家庭出

身だ。幼少期に「アンタッチャブル

(不可触民)に触れるとどうなるの
か」という好奇心を抑えられず、不

可触民の女性に触れたことがある。

すると祖母が激怒した:牛のフンと
尿、そしてガンジス川の水を飲み込

む罰を与えられたという。

1968年から69年にかけて不可触民

の村に 3カ 月住んだことがある。そ

の際も差別の伝統が立ちはだかっ

た。自分の家族、妻の両親、バラモ

ンの地域社会に猛反対され「義父に

1ま『おまえには会えない』と怒鳴ら

れた」と振り返る。だが牛に襲われ


